
第３章　給水装置工事施工手順

　１　給水装置工事手続き

　（１）工事種別毎の必要添付書類一覧表

（表 18）

様　式

(ア）検査完了時に使用者及び使用時期等が確定又は未確定の場合

１　確定の場合

　　使用者の要望により開栓を行う。

２　未確定の場合

　　閉栓をし、現在水道が閉栓中であることを通知文（赤紙）でお知らせし、後日使用者

　から開栓依頼を受けた後開栓作業を行う。

備　考

給水装置開栓申込書
（ア）
申請時

（ア）
申請時

申請時
検査後

様式第２号

工事種別
新設工事 改造工事 引込工事 臨時工事 撤去工事
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申請時 申請時 申請時

( )について
は、土地所有者
の承諾が必要な
場合様式第７号

給水装置工事使用材料明細
申請時 申請時 申請時 申請時 申請時

（申請時） （申請時） （申請時）

申請時
様式第５号

給水装置工事申込書
申請時

様式第６号

竣工時

給水装置工事しゅん工検査願 
着手時
竣工時

竣工時
着手時
竣工時

着手時
竣工時

着手時
竣工時

様式第８号

給水装置台帳（しゅん
工届）様式第10号

竣工時 竣工時 竣工時 竣工時

承諾書
（申請時）

給水装置設置工事確認表
竣工時 竣工時 竣工時 竣工時

振込依頼書(前納金還付) 申請時
閉栓及び
撤去後

誓約書（臨時用）
申請時

誓約書（引込み用）
申請時



　（２） 給水装置工事の設計審査に必要な書類

　　　① 様式第５号給水装置工事申込書

　　　② 様式第６号給水装置工事使用材料明細

　　　③ 様式第７号承諾書（土地使用承諾書においては、土地所有者が確認できる書類

　　　　 (土地登記簿謄本の写し)を添付すること。）

　　　④ 様式第１０号給水装置台帳（しゅん工届）

　　　⑤ 様式第２号給水装置開栓申込書

　　　　 以上、必要事項記入の上、給水装置係へ提出

　　　⑥ 誓約書（臨時用）

　　　⑦ 振込依頼書

　　　⑧ 誓約書（引込用）

　　　以上、臨時の場合は必要事項記入の上、給水装置係へ提出
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　  給水装置開栓申込書　　　　　　　 様式第２号　

　　給水装置工事使用材料明細　　 　様式第６号

　　承諾書関係書 様式第７号

　　給水装置台帳（しゅん工届） 様式第１０号

　　給水装置工事申込書 様式第５号

仮受付

（確認） （手数料・加入金）

（給水条例施行規則第３８条２により、工事の申込みから１５日
以内に加入金を納付しない場合は、申込を取消したものとする。）

設計（書類）検査 　様式第８号　　給水装置工事しゅん工検査願

市（担当職員）現地立会

　　給水装置工事実施兼検査願 様式第８号　

     給水装置設置工事確認表 確認表

　　給水装置台帳（しゅん工届） 様式第10号 

　給水装置設置工事写真

竣工（現場）検査

現場主任技術者
立会

　様式第２号　給水装置開栓申込書　　　　　　　　　　サービス係へ

　  　竣工検査完了時に使用者及び使用時期等が確定又は未確定の場合。

  １　確定の場合

　　 使用者の要望により開栓を行う。

　２　未確定の場合

施工業者
（市指定給水装置

工事事業者）

（３）給水装置工事の申込み手順 給 水 装 置 設 置 施 行 主（使用者）

（表１９）
水道課の対応 施工業者の業務

申請書作成
   提出

（書類審査） 一週間程度
   発行

納付書

本受付
受付番号
水栓番号

（引込・臨時・新設・
改造等）

   納付

工事施行承認

給水装置引込工事
（給水管分岐）

等施工

道路占用・掘削・使用の許可手続きを行い承認を受ける

施工立会日程申込み表に記入

検査願等
書類作成

竣工（現場）検査

 道路占用・掘削・使用許可提示（写し提出）

給　　水　（使　用）　開　　始
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メーター貸出し

検査の日程・時間を
施工業者に通知

開栓申込書
（記載事項確認）

　（データ－登録）
　メーター番号等       閉栓をし、現在水道が閉栓中であることを通知文（吊り札）でお知らせし、後日使用者

　　　から開栓依頼を受けた後開栓作業を行う。

提出



　

一戸建宅地開発
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開発事前協議及び調査

２ 開発事前協議フロー

給水装置検討

給水方式検討

・メーター設置基準に基づき検針方法・

用途等の検討を行い指導する。

・加入金制度の指導

・既設給水装置の撤去等の指導

・引込管口径・配管（場合により本管布設替え）の指導等

・問合せ業者回答及び指導

・協議経過及び協議成立事項書作成

・既設給水装置の状況の調査。

・給水装置施工基準/直結増圧式給水装置施工基準に
基づき引込管口径・配管等の検討を行う。

・ メーター設置基準に基づき用途等の

検討を行い指導する。

・既設給水装置の状況の調査。

・最大使用水量、有効容量、

水道施設（配水管）帰属手続きについて
開発事前協議で、水道施設（配水管）を帰属する協定を締結した場合

水道施設施工後、速やかに下記の必要書類を提出すること。

１、水道施設の無償譲渡願い

２、竣工図面（赤・黒２部）及び原図（マイラー、墨入れ、１部）

３、工事日報、工事施工写真

・直結直圧給水
・貯水槽



 

   

直圧給水
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一戸建住宅

階 数

・直圧給水
・1引込 1メーター ・貯水槽水道

・1引込 1メーター

給水装置工事申請

設 計 審 査

加入金及び手数料納付

給 水 工 事

竣 工 検 査

給 水 開 始

３ 給水装置工事施行フロー
（１）一戸建住宅

三階給水以上

貯水槽水道(水理計算)

・最大使用水量

・有効容量

・引込口径等の検討

直結増圧式給水(水理計算)

・件数から引込口径等の検討

・配水管からの引込口径差２口径以上

・管内流速２ｍ/秒以下での設計

直結増圧式及び貯水槽選択

三階直圧給水については市と協議とする。

・直結増圧式給水につい
て事前協議

・協議書提出

給水方法の検討

二階給水以下
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直圧給水

一戸建住宅

階 数

・直圧給水
・1引込 各戸メーター ・貯水槽水道

・1引込 各戸メーター

給水装置工事申請

設 計 審 査

各戸分加入金及び手数料納付

給 水 工 事

竣 工 検 査

給 水 開 始

給水装置工事施行フロー
（2）一戸建二世帯・店舗付住宅

貯水槽水道(水理計算)

・最大使用水量

・有効容量

・引込口径等の検討

直結増圧式給水(水理計算)

・件数から引込口径等の検討

・配水管からの引込口径差２口径以上

・管内流速２ｍ/秒以下での設計

直結増圧式及び貯水槽選択

三階直圧給水については市と協議とする。

・直結増圧式給水につい
て事前協議

・協議書提出

給水方法の検討

二階給水以下

三階給水以上
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集合住宅

階 数

・直圧給水
・1引込 戸数分メーター

・ 直圧給水
・ 1引込戸数分メーター
※メーター設置場所については市
と協議を行うこと

給水装置工事申請

・敷地入口直近に各戸分のメーターを設置

できない場合（出水不良等の懸念により）

は。宅地内配管について給水装置工事施工

基準に基づき施行し、敷地内給水管の維持

管理を使用者が行う旨の覚書を提出するこ

と。

設 計 審 査

戸数分メーター口径加入金及び手数料納付

給 水 工 事

竣 工 検 査

給 水 開 始

泉大津市メーター設置基準による。

敷地入口直近にメーターを設置できない場合

給水装置工事施行フロー （３）集合住宅

※メーター設置場所

※メーター設置及び検針の検討

三階給水以上

二階給水以下

直結増圧式及び貯水槽選択

直結増圧式給水(水理計算)

・件数から引込口径等の検討

・配水管からの引込口径差２口径以上

・管内流速２ｍ/秒以下での設計

貯水槽水道(水理計算)

・最大使用水量

・有効容量

・引込口径等の検討

検針方法の検討

・直結増圧式給水につい
て事前協議

・協議書提出

貯水槽水道

・1引込 各戸メーター

・1引込 遠隔指示メーター

各戸分のメーター設置場所



φ75mm以上の場合は同口径一体型ソフトシール仕切弁

 φ50mm以上の場合はソフトシール仕切弁

 φ40mm以下の場合は甲型止水栓

φ50mm以上の場合はソフトシール仕切弁

φ40mm以下の場合は甲型止水栓

φ50mm以上の場合はソフトシール仕切弁

 φ50mm未満の場合は甲型止水栓 φ75mm以上はGX-DIP

φ50mm以下はポリエチレン２層管

市配水管

6

φ50mm以上の場合はソフトシール仕切弁
6

４ 集合住宅の給水装置施工例（直圧給水１・２階）

（１） 公設メーターについては道路境界付近に設置すること、しかし、駐車場用地等敷地形態

　　　により道路境界付近に設置する事ができない場合は（図５）に示す様に設置箇所を変更

　　することができる、この場合、市と協議し設置場所を決定すること

① 駐車場用地の場合
（図 5）

凡
　
　
例

止水栓及びソフ
トシール仕切弁

メーター
1 2 3 4

共

5
散 散 水 栓

散
管口径変更

1 2 3 4 5

（雨水管へ放流）

ドレン

駐車場用地
逆止弁付副栓付
伸縮止水栓

② 敷地形態の場合

4 5

1

3
4 5

3

1

φ75mm以上の場合は同口径一体型仕切弁

2
2 ドレン

（雨水管へ放流）

市配水管
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散 共

φ50mm以下はポリエチレン２層管 逆止弁付副栓付伸縮止水栓

φ75mm以上はGX-DIP

φ50mm未満の場合は甲型止水栓



＊

（２）二世帯及び店舗併設住宅等、複数の公設メーターを設置する場合でも、一引込みとする。

 　　但し、敷地の面積及び使用形態などを考慮した場合、複数引込むことが合理的かつ経済的
　　な場合は、市と協議をおこなう。

(図 6）

1 2

φ75mm以上はGX-DIP

φ40mm以下の場合は甲型止水栓

市配水管
φ50mm以上の場合はソフトシール仕切弁

逆止弁付副栓付伸縮止水栓

2

1
φ50mm以下はポリエチレン２層管

1 2配 配

 既に敷地内に給水管が複数引込まれている場合についても市と協議する。

（図 7）

市 市
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φ40mm以下の場合は逆止弁付副栓付伸縮止水栓

φ50㎜以上の場合はソフトシール仕切弁

φ50mm以下はポリエチレン２層管

φ75mm以上はGX-DIP

水 水

管 管

1 2



（２）貯水槽を設置する場合（私設）遠隔指示メーター設置

(図 9）

市貸与メーター設置
メーターユニット設置

貯
水
槽

防
火
水
槽

５　集合住宅の貯水槽設置施工例

（１）貯水槽を設置する場合（各戸子メーター）及び防火水槽も併せて

 　　設置する場合。
(図 ８）

3 2 1

散 共 親 防

φ40mm以下の場合は逆止弁付副栓付伸縮止水栓

3 2 1

Φ50mm以上はソフトシール仕切弁

（φ40㎜以下は甲型止水栓） 市配水管

（私設）遠隔指示メーター設置

貯
水
槽

散 共 親

φ40mm以下の場合は逆止弁付副栓付伸縮止水栓

φ50mm以上はソフトシール仕切弁

（φ40㎜以下は甲型止水栓）
市配水管
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  ６　占用工事

　　　道路掘削を行う場合は、道路法第３２条第１項又は第３項の規定により、道路管理者の許可を

　 得なければならない。　この占用手続きは、給水装置工事の申込者が直接道路管理者に行う。

　（１） 許可申請

　　　　占用工事を行う場合は、申請手続きに日数を要するため、着手予定日から相当の日数を見込

　　 み事前に行うこと。　又、占用申請前に給水装置係と事前に協議し協議成立した設計図面で申請

　 　を行うこと。

　（２） 関係官公署への届出

　　① 警察署への道路使用許可申請

　　　　　道路を掘削する場合は、道路交通法第７７条に基づき、事前に所轄の警察署から「道路使用

　　　  許可」を得なければならない。　

　　② 消防署への届出

　　　　　道路占用工事を施工する場合は、泉大津市火災予防条例第４５条第５号の規定に基づき工

　　　　事着工前に所轄消防署へ「道路工事等届出書」を届け出ること。

　　③ その他

　　　　　掘削に伴い、路線バスの運行、ゴミの収集等に支障をきたすおそれのある場合は、関係企業

　　　　等と事前に協議しておくこと。

　（３） 他占用者との協議

　　　　　掘削に伴い、他占用物と近接する箇所に占用する場合は、その占用者と工事施工方法等を

　　　　事前に協議すること。

　（４） 許可書等の提示

　　　　工事着手前に許可書等の写しを提出すること。
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